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令和２年志木市議会

３月定例会

令和２年度

施政方針

市民力でつくる

未来へ続くふるさと 志木市

～ずっと住み続けたい、住んでみたいまちをめざして～

志 木 市
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市政運営に関する基本的な考え方

「Ｔｈｅ ５０ｔｈ ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」

本年は、十二支も子年から再びスタートする年であるとともに、志木
ね ど し

市は、市制施行５０周年を迎えます。５０年という時をかけて育った

「志木」という名の大木に、新しい価値を芽吹かせ、さらに力強く成長

させていくためにも、気持ちを新たに、次なる夢と希望にあふれた輝か

しい未来に向かって、躍動する年としていかなければなりません。

これまでの５０年間を振り返りますと、本市は、昭和４５年１０月２６日

に市制を施行して以来、昭和、平成と激動する時代を乗り越え、令和と

なった今に至るまで、半世紀にわたり、さまざまな発展を遂げてまいり

ました。

市制施行当時は、高度経済成長期における、急激な人口の増加による

行政需要の拡大を背景に、公共施設やインフラの整備が進められ、その

後、昭和６３年には、当時、県下最大の規模を誇る開発総面積３５ｈａ
ヘクタール

に及ぶ「志木ニュータウン」の開発や、平成９年には、埼玉県景観賞を

受賞した「せせらぎの小径」の整備、また、平成１２年には、本市の玄
こ み ち

関口である「志木駅東口駅前」の再開発、さらに、平成２２年には、道

路や公園などの公共施設が整備され、地域の利便性の向上が図られた

「西原特定土地区画整理事業」などは、まちに活気とにぎわいをもたら

した本市の発展の象徴といえます。

このような発展を遂げてきた志木市は、皆様に住んでみたいまちとし

て選ばれ続け、市制施行当時はおよそ３万２,０００人だった人口も、現
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在では７万６,０００人を超える規模となり、埼玉県内でも４０もの市町

村で人口減少が進む中、本市においては、今なお増加している状況であ

ります。

改めて、今日に至るまで、先人たちのたゆまぬ努力と挑戦があって、
こんにち

今の志木市があると実感するとともに、このまちをさらに発展させ、未

来への道筋を示していくことが、志木市政のかじ取り役を託された私の

使命と感じているところであります。

これまで辿ってきた５０年間の軌跡を振り返りながら、今後直面する
たど

人口の減少や超高齢社会の進展の中で、これから先の未来を描く時、す

べての人が互いに人格と個性を尊重し合い、理解し合いながら共に生き

ていく共生社会の実現、老朽化が進行した公共施設の更新、さらにはＡ

Ｉをはじめとする新たな情報通信技術の台頭など、誰もが経験したこと

のない厳しい局面に目を向けていかなければなりません。時代と共に変

化する社会環境に柔軟に対応するため、私は、課題を絶対に先送りしな

いという強い信念を胸に、市民の皆様に住み続けたいと思っていただけ

るまちづくりに邁進すべく、令和２年度は、志木市将来ビジョンで掲げ

た「市民力でつくる 未来へ続くふるさと 志木市」の実現に向け、４つ

の戦略プロジェクトを軸に、着実な取組を進めてまいります。

【１．市民の健康づくりプロジェクト】

まず一つ目として、市民の皆様の健康づくりを応援する新たな「健康

づくり３大プロジェクト」を本市の宝である市民力と共に、効果的に展

開してまいります。
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はじめに、「志木っ子元気！子どもの健康づくりプロジェクト」につ

きましては、さらに事業を拡大してまいります。

具体的には、令和元年度に県内で初めて導入した足部機能・骨格発達

支援事業をこれまでモデル校として実施していた志木第四小学校に加え、

新たに宗岡第四小学校で実施してまいります。今後、段階的に市内全小

学校への導入に向けて事業を展開することで、子どもの頃からの健康づ

くりをしっかりと推進してまいります。

次に、誰もがいつまでも健康で暮らすことができるまちの実現に向け、

高齢者の皆様が要介護状態に至ることなく、いつまでも自分らしく、い

きいきと元気に暮らしていただける取組として、「フレイル予防プロジ

ェクト」を実施してまいります。

フレイルとは、健康と要介護状態の中間にあたる心身ともに虚弱な状

態のことを指す言葉であり、多くの高齢者の方が健康な状態からフレイ

ル段階を経て、要介護状態になるとも言われております。本事業では、

「市民力による、市民のための“フレイル予防”」を実現するため、「市

民フレイルサポーター」を養成し、フレイルに関する理解を深めるとと

もに、全市民を対象とした予防啓発に関する講演会やフレイルチェック

を行う介護予防事業を展開してまいります。

さらに、食による健康づくりに関する取組として、減塩をキーワード

とした「おいしく減塩！『減らソルト』プロジェクト」をより一層推進

してまいります。

脳卒中や心筋梗塞など、塩分過多が引き起こす疾患はさまざまであり、

その中でも本市においては、全国に比べて高血圧の方の割合が高く、高
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血圧に関連する循環器系の疾患を持つ方が多いことから、減塩の必要性

について、市民の皆様のさらなる理解を深めるため、「おいしく減塩！

『減らソルト』フェスタ」を１１月に開催してまいります。フェスタの

中では、おいしい減塩料理を市民の皆様から広く募集する「減らソルト

コンテスト」や、「市制施行５０周年記念事業実行委員会」が企画する

国際交流事業と連携し、香辛料を活用して減塩するなどの工夫を凝らし

た世界各国の料理を紹介することで、市民の皆様一人ひとりの減塩に対

する意識の高揚を図ってまいります。

【２．子育て世代定住プロジェクト】

次に、二つ目として、将来的な人口減少に備え、子育て世代が定住し、

安心して子どもを産み育てられる環境の充実に努めてまいります。

具体的には、保育の量と質の充実を図るため、令和２年４月より、旧

館保育園の園舎を活用し、１階には認可保育園を、２階には館地区では

初めてとなる市内５か所目の子育て支援センターを民間事業者と連携し、

開設してまいります。加えて、幸町地区と志木駅前においても、１園ず

つ民間の認可保育園を開園し、保育の定員を１,７５５人にまで拡大して

まいります。

また、障がい児保育につきましては、障がい児保育を実施する民間保

育園に対して、保育士加配に伴う人件費相当額を補助する市独自の「ひ

まわり保育補助事業」を新たに実施することで、受け入れ体制を充実し

てまいります。

一方、近年、パソコンやスマートフォン、カードゲームなどの普及に
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より、子どもたちが外で運動する時間が減少するなど、体力の低下が問

題となっている状況にあることから、小学校低学年の段階から児童が主

体的に運動に取り組むことができるよう、民間事業者とも連携した基礎

体力・運動機能の向上につながる支援策を実施してまいります。

具体的には、体を動かすことが楽しいという気持ちを育むため、小学

校１年生を対象に民間の指導員から「投げる、走る、跳ぶ」など、運動

に必要な基本動作を楽しく遊び感覚で学ぶことができるプログラムを提

供するとともに、小学校３年生には、民間の指導員から腕の振り方や足

の上げ方などを学び、正しい姿勢で速く走るためのプログラムを提供し

てまいります。

また、児童・生徒の運動機能の向上を目指すうえで、一つの大きな課

題でありました、学校プールを使用した水泳指導については、老朽化が

進む学校プールの使用も含め、本市の今後の水泳指導のあり方を「志木

市水泳指導のあり方基本方針検討委員会」において、慎重に議論をいた

だいたところであります。同検討委員会からは、「市内の小・中学校の

プールが老朽化し、維持・更新費用も年間でおよそ６,５００万円を要す

ることから、今後の児童・生徒数の推移も踏まえ、将来的には、学校プ

ール施設の共同利用や民間事業者と連携した指導の実施など、あらゆる

方法の検討を行うべき」とのご意見をいただいたところであります。こ

うしたことから、プール施設の老朽化が著しい志木第四小学校における

水泳指導については、悪天候にも対応できる民間のプール施設を活用し、

学級担任と民間の指導員が連携しながら泳力向上につながる効果的な指

導を行ってまいります。今後は、本取組を軸にプール施設のマネジメン
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トという視点と泳力向上の視点を兼ね備えた取組を段階的にすべての

小・中学校に展開することで、埼玉県下最低クラスにある子どもたちの

運動能力の向上にもつなげてまいります。

【３．暮らしやすさ向上プロジェクト】

次に、三つ目として、あらゆる危機に備えながら、市民の皆様が安心

して暮らすことができる環境を整備してまいります。具体的には、昨年

の台風第１９号において、氾濫危険水位にまで達し、避難指示が発令さ

れた地域を対象とした「地区別防災ガイドブック」を作成してまいりま

す。作成に当たっては、地域の実情に合わせたガイドブックとするため、

町内会や民生委員・児童委員の皆様のご意見を伺いながら作成すること

により、河川の増水状況に応じてどのように行動し、避難するのかを地

域の中で共有していただくとともに、一人ひとりがあらかじめ、避難に

備えた行動を決めておく「マイタイムライン」の作成につなげてまいり

ます。

加えて、災害時における避難所の機能強化と昨今の記録的猛暑をはじ

めとする異常気象から子どもたちの健康を守るため、災害時において避

難所となる市内すべての小・中学校の体育館に空調設備を設置するとと

もに、照明設備のＬＥＤ化を進めてまいります。

また、昨今、ますます高まりを見せる保育需要に対応した保育園の整

備や社会保障制度の充実により、多様化する福祉ニーズへの対応に加え、

長寿化に対応するための地域包括ケアのまちづくりに向けた取組の推進

など、健康・福祉分野が担う役割も幅広いものとなっていることから、
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現在の健康福祉部を、地域福祉施策や高齢者施策などを所管する「福祉

部」と、子育て施策や健康づくり施策などを所管する「子ども・健康部」

の２部体制に改めることで、迅速かつ的確なサービスの提供に努めてま

いります。

特に近年、福祉分野における相談は多様化・複合化し、一つの窓口で

は解決に至らないケースが増えている状況にあり、例えば、障がいのあ

る子を抱えながら、自身も高齢となり、先行きに不安を抱えているケー

スや、身寄りのない高齢者が認知症を発症し、仕事を続けられなくなり、

生活が困窮するケースなど、複合的な課題を抱える困難ケースについて

は、一体的な対応が求められているところであります。また、さまざま

な福祉サービスがある中、どの窓口に相談すべきかわからないといった

ケースも発生している状況であることから、複雑化する市民ニーズに対

し、迅速に対応していくことを目的として、新たに「基幹福祉相談セン

ター」を設置してまいります。本センターは、これまで後見制度に係る

事務を所掌していた「後見ネットワークセンター」や、生活困窮に係る

相談を担っていた「生活相談センター」に加え、新たに障がい者からの

相談とともに、障がい者相談支援事業所などに対して専門的な支援や助

言を行う「障がい者基幹相談支援センター」の、３つの機能を一体的に

運営する組織であります。窓口には、福祉事業に関する専門知識や技術

を有する社会福祉士をはじめとする専門職を配置することで、専門的な

見地から必要な支援の把握や的確なアドバイスを行うなど、福祉相談機

能を強化してまいります。

一方、本市の公共施設は、昭和４０年代の高度経済成長期を中心に建
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設された建物が多く、老朽化も進行し、計画的な施設の更新を進めなけ

ればならない状況にあることから、「公共施設マネジメント推進室」を

設置し、マネジメントの実施に向けた議論を加速させてまいります。中

でも、耐震性能が不足し、施設の再整備が急務である市民会館及び市民

体育館については、現在そして将来において必要かつふさわしい施設と

なるよう、議会や市民の皆様からご意見を伺いながら、再整備に向けた

基本計画を策定してまいります。

加えて、近年、急速な進歩を遂げるＩｏＴやＡＩなどの新たな情報通

信技術を活用した市民サービスの向上と行政運営の効率化を実現するた

め、市全体の電子政策を推し進める「ＩＣＴ戦略室」を設置するととも

に、市民の皆様からのお問い合わせに２４時間自動で応対するＡＩチャ

ットボットや、これまで手作業で行っていたパソコン操作を自動化する

ＲＰＡなどの実証実験に取り組むなど、ＩＣＴを活用した業務改善を進

めてまいります。

【４．魅力発信プロジェクト】

最後に、四つ目として、本市の地域資源を活用し、これまで以上の

にぎわいを創出するとともに、その魅力を全国に発信してまいります。

具体的には、市の中心部に位置するいろは親水公園のさらなる魅力向

上を図るため、サウンディング型市場調査の結果を踏まえた「いろは親

水公園の魅力倍増に向けた基本計画」を策定するとともに、公園の価値

の向上につながる再整備に向けた設計を実施してまいります。

再整備に当たっては、公園の管理・運営において、民間事業者のノウ
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ハウが最大限発揮できるよう、かつての志木 宿の面影を残す旧村山快哉
し き じゅく

堂と調和するカフェの設置や、子どもたちが自然の中で楽しく遊ぶこと

ができるプレイパークの設置など、公園の魅力を高める方法を検討し、

新市庁舎の竣工に合わせたリニューアルオープンを目指すとともに、志

木市のランドマークという視点も意識しながら、多世代が集える憩いの

場の創造につなげてまいります。

また、田子山富士塚につきましては、国の文化審議会において、保存

状態もよく、登山道や岩などが日本の名峰、富士の山を忠実に再現した

大変貴重な文化財であると認められたことから、本年３月には、国重要

有形民俗文化財の指定を受けるところであります。本市としても、この

指定を記念し、祝賀事業の開催やＰＲグッズの作成を行うなど、郷土の

歴史と文化の理解を深めるきっかけとなるような取組を進め、貴重な文

化財を後世にしっかりと継承するとともに、田子山富士保存会の皆様と

共に本市の貴重な地域資源の魅力を全国に発信してまいります。

さらに、いよいよ迎える市制施行５０周年は、本市が飛躍と発展を遂

げる好機であることから、志木市の魅力を全国に発信すべく、有志の市

民と市職員の計１０９人で構成された「志木市制施行５０周年記念事業

実行委員会」による、数々の記念事業を盛大に展開してまいります。

去る１月１９日には、市制施行５０周年の幕開けに弾みをつけるとと

もに、旧市庁舎に「感謝」と「別れ」を告げる「市庁舎さよならイベン

ト」が開催され、１万２,５５０人もの方にご来場いただき、大変にぎわ

ったところであります。

これを皮切りに、４月には、市制施行５０周年記念のオープニングイ



- 10 -

ベントとして、本市にゆかりのある方々が市内全域をたすきでつなぐ

「オープニングたすきリレー」や、本市の歴史の奥深さを知り、ふるさ

と志木への愛着を深めていただくことを目的とした「記念講演会」の開

催が予定されております。

さらに、９月には、いろは親水公園において、子どもから大人まで、

誰もが、本市自慢の郷土踊り「志木音頭」や「志木おどり」を一つの輪に

なって楽しく踊る「志木の九月おどり」の開催に加えて、１１月には、

商店会や事業所の協力のもと、市内の御輿が一堂に会し、本町通りを活
み こ し

気の渦で包み込む「志木御輿渡御」が盛大に実施される予定であります。
み こ し と ぎ ょ

これらの事業を全市民を巻き込んだ魅力ある周年事業とすることで、

市民同士の絆を強めるとともに、まちづくりの礎をより強固なものへと

築き上げ、志木市の質と価値を高める所存でありますので、大いに期待

を寄せていただきたいと存じます。

以上、市政運営に関する基本的な考え方について、４つの戦略プロジェ

クトに基づく主要施策の一端を申し述べさせていただきました。

私は市長に就任して以来、「市民力」を市政運営の大きなテーマとし

て掲げ、これまでも２４８人が参画した「地区まちづくり会議」や、２３人

が参画した「まちの担い手育成塾」、さらには、１０９人で構成された

「志木市制施行５０周年記念事業実行委員会」など新たな形の市民協働

によるまちづくりを推進してまいりました。このような市民協働は、本

市のまちづくりの根幹であり、市制を施行してからずっと続けてきた

「志木市スタイル」であります。
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この５０周年という二度とない大きな節目の年を本市のまちづくりの

１つの集大成と位置付け、市民の皆様と共につくり、将来にわたり持続

可能で夢と希望が持てるまちであり続けられるよう、市民の皆様をはじ

め、企業や地域コミュニティなど、市政に携わるすべての方の力を結集

させ、次の５０年につながる、さらなる飛躍と発展を遂げる年にしてま

いります。
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財政環境と予算編成の基本的な考え方

令和２年度における本市を取り巻く財政環境は、歳入面では、令和元

年度に引き続き、人口増に伴う個人市民税納税義務者数の増などにより、

市税収入の増加を見込んでおります。

国の令和２年度地方財政対策によると、消費税率引き上げ等により地

方消費税交付金や地方税が増収となる中で、社会保障の充実分のほか、

幼児教育・保育の無償化にかかる地方負担分や台風などの自然災害によ

る水害対策として緊急自然災害防止対策事業をはじめとする防災・減災

対策等に関する財源が確保されたことなどにより、一般財源総額につい

ては、前年度を上回る額となっております。

また、臨時財政対策債は３年連続で減少となった一方で、地方交付税

は２年連続で増加となり、地方交付税及び臨時財政対策債の総額は対前

年度比で０.３兆円の増加となりました。しかし、一般財源の一部につい

ては減少が見込まれることから、引き続き慎重にその動向を見極めてい

かなければならない状況にあると考えております。

歳出面では、幼児教育・保育の無償化をはじめとする保育関係経費や、

超高齢社会の進展に伴う医療・介護関係経費などの社会保障費は増加の

一途をたどる状況に加え、令和２年度から着工する新市庁舎の建設事業

費や、老朽化が進む公共施設や道路・上下水道などのインフラ施設の更

新・維持補修経費は、かつてないほどの多大な財政負担が見込まれてお

り、今後の財政運営における大きな課題となっているところであります。

このような財政環境の中、予算編成にあたりましては、これらの課題
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の解決に向け、「志木市の将来を見据えた『まちづくり新３５の実行計

画』の最終工程として、掲げる取組事項が達成できるようスピード感を

もって着実に推進し、成果を確実に市民に届けるための予算を計上する

こと」、「志木市新行政改革プランにおける『事務事業の見直し』の検

証結果に基づき、優先度を見極めた見直しを行うとともに、予算の要求

にあたっては精度の高い見積りを行い、必要最小限の予算を計上するこ

と」、「国・県の補助金等を活用できるよう情報収集に努め、積極的に

関係機関と折衝し、財源確保を働きかけること」、「サマーレビュー及

び事業判定会の結果や職員提案制度による提案を踏まえた予算を計上す

ること」、「志木市将来ビジョンにて掲げるまちの将来像の実現に向け、

志木市戦略プロジェクトの具現化や地域包括ケアの理念を踏まえた事業

の予算を計上すること」の５点を基本的な考え方とし、効果的な財源の

配分に努めたところであります。

この結果、令和２年度の予算案の規模は、

一般会計

２７７億８,１００万円 （対前年度比１２.０％増）

特別会計

１２０億６,１１４万１千円（対前年度比 ５.０％減）

企業会計

５５億１,００６万円 （対前年度比１０.６％増）

合 計

４５３億５,２２０万１千円（対前年度比 ６.８％増）
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となりました。

一般会計については、総務費が対前年度比でおよそ２０億２,４００万

円の増額となったことなどに伴い、予算総額は、対前年度比で２９億

８,１００万円の増額となりました。

歳入面では、歳入の根幹を成す市税の予算額は対前年度比０.８％の

増、総額でおよそ１０９億４,６００万円と見込んでおります。

個人市民税では、本市の人口は増加傾向を維持していることから、納

税義務者を５００人程度の増、およそ３９,６００人と見込むとともに、

雇用・所得環境の改善が続く中、個人所得が緩やかに増加することによ

り、対前年度比２.０％の増、５２億９,５９４万５千円と見込んでおり

ます。

法人市民税は、法人税割の税率引き下げによる影響を見込むとともに、

緩やかな景気回復が続く中で、消費税率引き上げ後の動向に留意するこ

とから、対前年度比１３.３％の減とし、３億９,５２６万８千円と見込

んでおります。

固定資産税は、志木地区を中心に地価が上昇に転じているものの、新

たに住宅用地の課税標準の特例の適用により、土地については減を見込

む一方で、家屋は評価の据置年度であるため、新・増築分を増要因とし、

対前年度比１.０％の増、４１億９,８５３万円と見込んでおります。

普通交付税は、国の令和２年度地方財政対策において地方交付税総額

が引き続きの増加となっていることから、対前年度比４.３％の増、１２億円

と見込んでおります。

国庫支出金は、幼児教育・保育の無償化に伴う子どものための教育・
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保育給付費交付金等の増により、対前年度比９.０％の増、４４億９,９４８

万８千円と見込んでおります。

市債は、新市庁舎建設工事にかかる市債や緊急自然災害防止対策とし

て排水機場ポンプ等の更新にかかる市債の増により、対前年度比１５０.９％

の増、３８億５,０１０万円と見込んでおります。

繰入金は、財政調整基金からの繰入を対前年度比１０.６％の減、１５億

７,８３６万７千円とするとともに、新市庁舎の建設費用などの財源とし

て、公共施設安心安全化基金からの繰入を対前年度比１０.７％の減、４億

９,７２５万８千円とし、全体として対前年度比１０.９％の減、２０億

９,４６３万１千円と見込んでおります。

これによりまして、令和２年度当初予算取崩し後の財政調整基金残高

は、およそ９億２,０００万円と見込んでおります。

歳出面につきましては、「志木市将来ビジョン（第五次志木市総合振

興計画）将来構想」で掲げたまちの将来像の実現を目指し、施策の大綱

に沿って、令和２年度に推進する主な施策につきましてご説明申し上げ

ます。
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１ 市民力が生きるまちづくり

（子育て、教育、高齢者、市民協働、すべての人）

子育て施策につきましては、「笑顔かがやく 志木っ子すくすく 地域

みんなで育てよう」を基本理念に掲げ、令和２年度から令和６年度を計

画期間とする「第２期志木市子ども・子育て支援事業計画」を策定した

ところであります。本計画においては、５つの重点施策を設定し、その

うちの１つである「公立保育園の在り方の検討」については、老朽化が

著しい公立保育園の現状を踏まえるとともに、限られた財源の中で、多

様化する子育てニーズにきめ細かく対応するため、市民の皆様からご意

見をいただきながら、慎重に進めてまいります。

また、「質の高い乳幼児期の教育・保育の提供」については、平成３０

年度から実施している本市独自の施策である「しきっ子育成保育士手当

補助事業」に加え、さらなる保育士の確保策について、現状や保育事業

者の意向などを踏まえながら、働きやすい環境の検討を進めることで、

質の高い保育士の確保と離職防止につなげ、保育サービスにおける提供

体制のさらなる充実を図ってまいります。

次に、子どもたちの安全を確保する取組につきましては、園外活動中

の保育園児たちを交通事故から守るため、保育園から公園への移動など、

日常的な散歩コースの緊急安全点検を行ったところであり、これにより

明らかとなった危険箇所や交差点付近の歩道６０箇所において防護柵を

設置してまいります。さらに、保育事業者や朝霞警察署及び道路管理者

と協議を行い、道路標識や路面表示の設置に加え、スクール・ゾーンと
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同様の交通規制を行うことができるキッズ・ゾーンの設定につなげてま

いります。

次に、学校教育につきましては、令和２年度より全面実施となる小学

校の新学習指導要領において、英語教育やプログラミング教育が始まる

ことから、本市においては、これからの時代をつくり、未来をたくまし

く生き抜く力の育成につながる新たな教育施策を展開してまいります。

はじめに、英語教育については、令和元年度に比べて指導時間が増加

することから、学級担任を補助するＡＬＴを増員し、児童が生の英語に

触れる機会を増やすことで、実践的な英語教育を実施してまいります。

次に、プログラミング教育については、ゲーム感覚で視覚的に学ぶこ

とができる専用のソフトなどを活用し、学級担任とＩＣＴ推進員とのテ

ィーム・ティーチングによる効果的な授業を実施することで、児童の論

理的思考を育んでまいります。

また、ＩＣＴ教育の推進については、「見やすく、わかりやすく、楽

しい学び」を実現し、特に、理科に苦手意識を持っている子どもにも興

味を持って授業に参加してもらうための取組として、すべての小学校の

理科室に大型の電子黒板を導入し、タブレット端末などのＩＣＴ機器と

連携させ、「映す・書く・共有する」といった操作により、児童との双

方向型の授業を実施することで、理科を好きになる子どもたちの増加に

つなげてまいります。

さらに、令和元年度から実施している本市独自のスマート・クラスに

ついては、令和２年度も引き続き、学力向上のノウハウを有するより質

の高い民間の教育事業者を確保し、習熟度別学習やティーム・ティーチ
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ングなど、子どもたちの状況に合わせた柔軟な授業を実施するとともに、

学校現場の声も聞きながら事業の検証と改善を行うことで、児童一人ひ

とりのさらなる学力向上を目指してまいります。

加えて、学習内容の高度化・専門化が進む小学校高学年を対象とした

指導体制については、宗岡第三小学校において、各教員の専門性を生か

した教科担任制による授業が一部の教科で行われたところであり、今後

については、得られた成果をすべての小学校で共有し、積極的な展開を

図ってまいります。

また、児童・生徒一人ひとりの学力や体力などの成長記録を一括管理

することができる統合型校務支援システムをすべての小・中学校へ導入

し、教員の事務負担を軽減するとともに、児童・生徒と向き合う時間を

これまで以上に確保してまいります。

一方、教育環境の整備につきましては、宗岡小学校における体育館の

大規模改修工事に向けた設計に着手するとともに、志木第二小学校にお

ける体育館の大規模改修工事や、複合施設であるいろは遊学館、いろは

遊学図書館、志木小学校の空調設備の改修工事を実施するなど、安全な

教育環境の整備を進めてまいります。

次に、高齢者施策につきましては、市の高齢者保健福祉の総合計画で

ある「志木市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画」を策定し

てまいります。計画の策定に当たっては、昨年、本市において、後期高

齢者の人口が前期高齢者の人口を上回ったという状況を踏まえ、いろは

百歳体操のさらなる普及といった介護予防施策の積極的な展開に加え、

地域包括ケアのまちづくりを引き続き推進し、高齢者の皆様が住み慣れ
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た地域でいきいきと暮らし、地域社会で活躍できるまちを目指してまい

ります。

また、高齢者や障がい者、妊婦、未就学児のいる子育て世帯などの移

動手段を確保するため、自宅や公共施設、病院、商業施設への移動にお

いて、定額でタクシーを利用できる「志木市デマンド交通」については、

乗車地点と降車地点が同一の場合、登録者同士の同乗を可能にするなど、

さらなる利便性の向上を図ってまいります。

次に、男女共同参画の推進につきましては、「第６次志木市男女共同

参画基本計画」を策定し、配偶者からの暴力の根絶に向けた取組に加え、

男性の家事・育児など、家庭生活への参画を推進する取組や女性活躍の

推進を加速するための取組などを新たに盛り込み、誰もが性別に関わら

ずお互いの人権を尊重し、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同

参画社会の実現を目指してまいります。
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２ 市民を支える快適なまちづくり

（健康、福祉、生涯学習、スポーツ）

健康施策につきましては、健康増進や生活習慣病予防の効果が期待で

きる取組として、国や県からも表彰された「いろは健康ポイント事業」

の新規参加者をさらに５００名追加で募集し、市民の皆様の健康意識の

高揚を図ってまいります。

また、「いろは健康ポイント事業」のメニューの中に、「放課

後志木っ子タイム」を利用している児童の下校時における安全を

確保することを目的とした「見守りポイント」を新たに追加する

ことで、児童が下校する時間帯に、事業参加者が外出するきっか

けをつくるとともに、地域の見守り体制の強化につなげてまいり

ます。

さらに、志木市いろは健康２１プラン推進事業実行委員会をはじめと

するウォーキング団体や協賛企業など、幅広い市民力を結集し実施して

いる「ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会」につ

いては、今大会を記念大会と位置付け、参加者へ記念品を配布するとと

もに、同日開催する「志木市制施行５０周年記念事業実行委員会」によ

る熱気球イベントと連携を図ることにより、これまで以上に盛大に開催

してまいります。

加えて、いろは親水公園の周辺や、せせらぎの小径から荒川までのル
こ み ち

ート、また、志木ニュータウンから幸町までのルートなど、合わせて５

つのウォーキングコースについて、路面標示や距離表示などの整備を行
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うことで、市民の皆様の健康づくりを応援してまいります。

また、高齢者医療の充実につきましては、令和２年度から新たに、後

期高齢者医療健康診査の自己負担額を無料化することで、生活習慣病の

予防及び早期発見につなげてまいります。

次に、福祉施策につきましては、地域福祉施策の羅針盤となる「第４

期志木市地域福祉計画」と併せ、埼玉県内では初となる「志木市再犯防

止推進計画」を策定したところであります。本計画は、罪を犯した者が、

地域社会の一員として円滑に社会復帰することができるよう、その立ち

直りを支援するものであり、更生保護や更生支援の取組を、朝霞地区保

護司会志木支部や地域の皆様、関係機関と連携して実施することにより、

再犯防止につなげてまいります。また、市民後見人の育成や活動支援、

権利擁護のあり方については、他の福祉施策と連携し、一体的に展開し

ていくことが重要であることから、「第２期志木市成年後見制度利用促

進計画」を地域福祉計画と併せて策定したところであります。

加えて、在宅で介護する家族の身体的・精神的な負担軽減を図

るための一方策として、介護者のレスパイトケアにつながる短期

入所などのサービス提供を行う事業者に対し、受け入れに伴う人

件費の一部を補助してまいります。

また、本市が市制施行５０周年を迎える令和２年度は、戦後７５周年

という節目の年となります。先の大戦後、私たちが当たり前のように享

受している我が国の平和と繁栄は、戦火の中で尊い命を捧げられた戦没

者の皆様の重い犠牲の上に築き上げられたものであることを決して忘れ

てはなりません。そのような思いから、戦争で亡くなられた方々を追悼
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し、平和を祈念する式典を、遺族会や関係機関と調整を図りながら、戦

後７５周年平和祈念事業として実施してまいります。

次に、児童の安全・安心な居場所づくりにつきましては、すべての就

学児童が放課後などを安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うこ

とができる「放課後志木っ子タイム」を、新たに宗岡小学校と志木第三

小学校に導入することで、市内すべての小学校において地域ならではの

創意や工夫を凝らした事業を展開してまいります。

また、読書を通じた子どもたちの健やかな成長につなげるため、令和

３年度から令和７年度までを計画期間とした「第三次志木市子ども読書

活動推進計画」を策定してまいります。１か月に本を一冊も読まない児

童・生徒の割合は、第一次計画の期間中と比較して改善してはいるもの

の、小学校高学年になるにつれ、読書離れが起きている傾向が見られる

ことから、計画の策定にあたっては、読書や図書館が好きな子どもを増

やす取組を盛り込むなど、子どもたちが読書に興味や関心を継続して持

ち続けられるような読書環境の整備に努めてまいります。

加えて、市民の皆様の読書活動を応援する取組として、包括連携協定

を締結している市内のコンビニエンスストアと連携し、店舗内に図書の

返却ポストを設置することで、図書館利用者の利便性の向上を図ってま

いります。

一方、建築から４２年が経過した宗岡公民館につきましては、施設の

大規模改修工事を実施し、快適に生涯学習活動ができる環境整備を進め

てまいります。改修に伴い、令和２年９月から１１月までの期間につい

ては、休館を予定しておりますが、その間は、施設の予約受付などの業
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務を秋ケ瀬スポーツセンターにおいて、継続して実施してまいります。

次に、スポーツ活動の推進につきましては、自身の力を遺憾なく発揮

し、全国規模の大会に出場する資格を得た選手に対し、その功績に敬意

を表するとともに、大会での活躍を応援するため、大会出場に要する費

用の一部を補助してまいります。

次に、秋ケ瀬運動場施設につきましては、昨年１０月の台風第１９号

による荒川の増水により、施設全体が水没するという、これまでにない

大きな被害を受け、現在、全面閉鎖となっている状況でありますが、

令和２年４月の再開を目指し、復旧作業に取り組んでいるところでありま

す。まずは、市内大会の会場となるグラウンドから順次再開させる予定

であり、人工芝のテニスコートについては、令和２年５月末の再開を予

定しております。
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３ 活力と潤いのあるまちづくり

（産業振興、観光、水と緑、地球環境、資源循環）

産業振興につきましては、近年、オンラインショッピングの普及によ

り商業形態の変化が進む中、市の玄関口である志木駅東口から市の中心

に位置するいろは親水公園をつなぐ中央通停車場線の沿道において、民

間ビルに空きテナントが増加しつつある状況を踏まえ、かつて、東武東

上線沿線随一の商業のまちとして、隆盛を誇った頃のにぎわいを取り戻

し、再活性化を図るため「中心市街地活性化基本計画」を策定してまい

ります。本計画では、市街地の活性化に関する施策を総合的に推進する

体制を目指し、地権者や商店会をはじめとする関係者の皆様と共に、本

計画の策定作業を進めることで、企業誘致や、駅から店舗までの導線で

あるペデストリアンデッキを活用したイベントの開催といった、具体的

かつ効果的な地域活性化につなげ、駅前から市の中心部へと続く新たな

人の流れを創出してまいります。

次に観光施策につきましては、志木市観光協会主催のもと、令和２年

９月に第１７回志木市民花火大会が、市制施行５０周年記念の冠事業と

して、盛大に開催されるところであります。本花火大会では、「カパル

花火」や「五輪花火」など、まさに５０周年記念にふさわしい趣向を凝ら

した５,０００発もの打ち上げ花火を通して、本市の魅力を市内外に発信

し、市民のふるさと意識の高揚につなげてまいります。

次に、環境美化に向けた取組につきましては、他の歩行者に大きな被

害を与えかねない路上喫煙について、地域の方より「愛宕通りは歩道が
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狭く、通学路として利用する子どもや通勤・通学者も多い中、たばこの

ポイ捨てが後を絶たない」といったご意見が多く寄せられ、また、現地

調査においてもポイ捨てが多いことが確認されたことを踏まえ、現在、

志木駅周辺及び柳瀬川駅周辺を指定している路上喫煙禁止地区を、愛宕

通りまで拡大することで、喫煙マナーと環境美化意識の向上を図り、安全・

安心な地域環境を確保してまいります。
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４ 未来を支えるまちづくり

（都市基盤、交通、消防・防犯、防災）

新市庁舎建設事業につきましては、令和２年７月末までに旧市庁舎の

解体工事を完了し、その後、令和４年４月の新市庁舎竣工に向けた建設

工事を近隣住民への配慮や、現場周辺の歩行者への安全対策をしっかり

と講じながら進めてまいります。また、新市庁舎建設工事を実施する事

業者の選定に当たっては、１００年間使い続けることができる建物とす

るための耐久性を実現できる高度な技術力や、市内経済の活性化といっ

た地域貢献の取組も考慮する「総合評価落札方式」による入札を行い、

令和２年７月の業者決定に向けた選定を進めてまいります。

次に、近年、高まる墓地の需要に対応するため、令和元年度に拡張整

備を完了した柏町にある市営墓地につきましては、新たに、一般的な墓

地区画に加えて、個別安置する「個別収蔵施設」や直接埋蔵する「共同

埋蔵施設」といった「合葬式墓地」のほか、家族同然に可愛がっていた

ペットについても、埋蔵することができる「ペット共同埋蔵施設」とい

った新たなニーズに対応した施設を新設したところであり、令和２年４

月より募集を開始し、７月より供用を開始してまいります。

一方、一般国道２５４号和光富士見バイパスにつきましては、事業主

体である埼玉県において、国道４６３号から県道さいたま東村山線まで

の区間について、令和３年度までに供用を目指すとの方針が示されてい

ることから、生活道路における渋滞も十分注視しつつ、引き続き国や県

に対し、道路財源の確保とバイパスの早期完成を働きかけてまいります。
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また、平成２９年度から埼玉県により整備が進められている中央通停

車場線の第３工区につきましても、早期完成が図られるよう促進してま

いります。

次に、誰もが安心して歩きやすい歩道の整備につきましては、あきは

ね通りを含む２路線の段差の解消や十分な幅員の確保などを行うほか、

身近な生活道路の快適化を推進するため、道路が狭く、降水時に雨水が

たまりやすい市内の道路における拡幅工事や、歩行者の安全を確保する

グリーンベルトの整備を行ってまいります。

また、自動車の最高速度を時速３０ ｋ ｍに規制するゾーン３０の区
キロメートル

域については、生活道路における歩行者の安全な通行を確保するため、

新たに、館２丁目地区についても、埼玉県警察より指定を受けることか

ら、速度規制や路面標示を設置することで、安全な歩行環境の確保に努

めてまいります。

さらに、市道の維持管理については、サービス水準の確保とコスト縮

減を図るため、道路の巡回や補修などを包括的に民間事業者に委託する

手法についての検討を行い、効果的・効率的な維持管理の実現につなげ

てまいります。

次に、志木駅のホームにおける市民の皆様の安全性の向上とバリアフ

リー化を推進するため、令和２年度末までの設置を計画している志木駅

のホームドアにつきましては、引き続き、国、県及び新座市と共に東武

鉄道株式会社へ設置に向けた支援を行ってまいります。

次に、宗岡地区における消防団活動の強化につきましては、現在、第

４分団車庫と共同で使用している第５分団車庫の単独建替え工事を実施
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するための設計に着手してまいります。

次に、防災機能の向上につきましては、災害用ＩＰ電話機を導入する

ことで、災害発生時における可搬式ポンプの運転状況や各避難所の状況

など、現場と災害対策本部との安定した連絡手段を確保し、迅速かつ機

動的な災害対応につなげてまいります。

次に、水害対策につきましては、台風第１９号における冠水箇

所の確認と被害の軽減策についての分析を行うとともに、道路冠

水や床上・床下浸水対策のさらなる強化を図るため、土のうＢＯＸ

を５か所増設するほか、道路横断側溝の設置や集水桝の蓋交換を

実施してまいります。また、道路冠水箇所における監視カメラの

増設や、新たに水圧を利用して洪水を堰き止める止水板の活用、
せ し す い ばん

さらに、新河岸川と柳瀬川の合流点への河川監視カメラの設置に加えて、

志木第二中学校に雨水流出対策工事を実施することで水害対策の強化を

図ってまいります。

また、排水機場の機能強化を図るため、郷士排水機場のスクリ
ご う し

ーン改修に伴う設計のほか、高橋上排水ポンプ場や高橋中排水ポ
たかばしかみ たかばしなか

ンプ場の設備改修工事を実施してまいります。さらに、味場排水
あじ ば

機場、下の谷排水機場の排水ポンプの改修工事に伴う設計及び工
した や

事のほか、田子山排水機場の分電盤の更新工事を実施してまいりま

す。

次に、災害時に発生する廃棄物を処理する体制につきましては、発災

後の混乱した状況の中でも迅速かつ適正に廃棄物を処理するため、志木

地区衛生組合や構成市である新座市及び富士見市とも連携を図りながら、
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起こりうるさまざまな災害を想定した実効性のある災害廃棄物処理計画

を策定してまいります。

次に、少子高齢化や核家族化の進展に伴い、社会問題となっている空

き家への対策につきましては、「第２期志木市空き家等対策計画」

を策定し、市内に存在する空き家の実態調査の結果を踏まえ、有

効な対応策について分析したうえで、所有者による適切な管理や

利活用、除去後の方針などを定めることで、防犯・防災などの安

全面の確保や周辺住民の生活環境の悪化につながるような空き

家の防止に努めてまいります。

次に、下水道事業につきましては、地震災害時における下水道施設の

被害を抑制し、下水道機能を維持するため、館第一排水ポンプ場耐震化

工事の第３期工事を実施するとともに、公募によりデザインを決定した

志木市広報大使や市制施行５０周年ＰＲ特使を務めるカパルをあしらっ

たマンホールの蓋をいろは親水公園や志木駅東口周辺に設置することで、

下水道事業の普及・促進とイメージアップを図ってまいります。
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５ 健全でわかりやすい行政運営

（行財政、情報発信）

行政サービスの向上につきましては、国において、マイナンバーカー

ドの普及に向けた取組として、キャッシュレスサービス事業者との官民

連携によるポイント還元事業や、健康保険証としての利用など、さまざ

まなサービスが始まることから、本市においても、積極的にマイナンバ

ーカードの申請サポートに取り組んでまいります。具体的には、市職員

が事業所に赴き、申請を受け付ける「出張申請サービス」を展開すると

ともに、市内の公共施設や町内会館などに特設会場を設置することで、

さらなるマイナンバーカードの取得を促進し、令和５年３月までに、取

得率１００％を目指してまいります。

次に、令和２年度は、まちの将来像を掲げた「志木市将来ビジョン

（第五次志木市総合振興計画）将来構想」を具現化するための後期実現

計画を策定する年となります。計画の策定にあたっては、現行計画の評

価や市民意識調査の結果を踏まえ、昨今の社会情勢の変化に的確に対応

するとともに、国際的な目標であるＳＤＧｓの推進に向けた方策を盛り

込むほか、どのような自然災害が起きても機能不全に陥らない強靭な地

域をつくりあげるための指針となる「志木市地域強靭化計画」を一体的

に策定してまいります。

併せて、「第二期志木市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定す

ることで、人口減少に歯止めをかけ、持続可能なまちを目指してまいり

ます。
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次に、働き方改革につきましては、近年では、将来的な労働人

口の減少への対応や長時間労働の是正を図るため、高度なＩＣＴ

技術を取り入れた業務改善、働き方改革などが官民問わず進めら

れているところであります。本市においても、これまで人の手に

より行っていた作業をパソコンで自動化することができるＡＩ－

ＯＣＲやＲＰＡの実証実験に取り組むとともに、政策形成におけ

る意思決定の迅速化にもつながるＷＥＢ会議システムを導入す

るなど、新たなＩＣＴ技術を活用することで、行政運営の効率化

を図ってまいります。

次に、収納率向上に向けた取組につきましては、市税などの期限内納

付を促進するため、携帯電話へのショートメッセージ催告システムや、

固定電話への自動音声電話催告システムにより自主納付を促すとともに、

資力があるにも関わらず納税意識が低い滞納者に対しては、法に基づく

適正な滞納処分を執行することで、現年分及び滞納繰越分ともに県下４０

市中、１０位内の収納率を目指してまいります。

次に、本市の将来を支える職員の人材育成につきましては、正規職員

が必ず１年に１回、組織や個人の将来目標を見据えた研修を受講できる

よう計画的に研修を実施するとともに、会計年度任用職員においても研修

を実施することで、本市の求める職員像である「市民とともに汗をかき、

自らを磨き続ける努力を惜しまない職員」の育成に向け、さらなる資質

の向上を図ってまいります。

次に、本市の情報と魅力を市内外に発信する「広報しき」につきまし

ては、これまで以上に、手にとって読んでもらえるよう、「見やすさ、
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読みやすさ」を高めるため、新たにカラー紙面を４ページ増やし、写真

や図をより多く用いたスタイリッシュな紙面デザインへの見直しを行い、

市政情報の発信力をより高めてまいります。

以上、市政運営の基本方針と重点施策を述べさせていただきま

した。改めて、令和２年度は、新市庁舎建設事業がいよいよ本格

的に始動します。新市庁舎建設に当たっては、ありとあらゆる可

能性と選択肢を否定することなく、議会や市民の皆様、市職員と

議論を重ね、旧市庁舎用地に新市庁舎を建設することを決断しま

した。

今後においても、本市にあっては、市制施行当時に建設され、

その寿命を迎えつつある多くの公共施設についてマネジメント

していくことを強く認識する必要があります。建設当時と比べる

と人口は２倍を超える一方で、少子高齢化が進展し、人口構造に

も変化が生じていることから、今ある施設をそのまま造り直すと

いう発想ではなく、施設の集約化や複合化、さらには廃止といっ

た選択肢を視野に入れながら、次の５０年を見据えた、新しいま

ちをデザインしていかなければなりません。

時に、苦渋の選択を前に、反対の声をいただく場面もあろうか

と思いますが、私は、確固たる信念を持ち、そして丁寧に説明責

任を果たすことで、新時代の道なき道を切り拓き、その先にある

志木市の確かな発展に向かって、全力を尽くしていく所存であり

ますので、引き続き、議員各位、そして市民の皆様のご理解とご
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支援をよろしくお願い申し上げます。
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